
香川県ゲートキーパー推進キャラクター「きーもん」 

ゲートキーパー普及啓発事業のご案内 
 

「誰も自殺に追い込まれることのない香川」の実現を目指し、 

ゲートキーパー※養成のための研修会を実施しようとする団体等 

に対し、依頼に基づいて講師派遣を行います。 

 

 

 研修内容 

 １ 講義   ・ゲートキーパーとして知っておくべき知識と具体的活動 

・ゲートキーパーとしてのセルフケア  など 

２ 情報提供 ・香川県の自殺の現状、自殺対策    など 

 費用 

  無料 （研修会場の準備・資料印刷は、申込者でお願いします。） 

 申込方法 

「ゲートキーパー普及啓発事業（講師派遣）申込書」を提出してください。 

受付は先着順となります。後日、担当からご連絡差し上げます。 

※講師調整、準備等のため、概ね開催日の 2か月前までにはお申込みください。 

※派遣回数に限りがあるため、同じ団体等から 2回以上の申込みはお断りする場合があります。 

 事業実施期間   令和６年６月１日～令和７年２月２８日 

 実施（派遣）回数 最大 15回 

 申込締切     令和６年１２月３１日まで 

 申込先・問合せ先  

  香川県精神保健福祉センター 

ＴＥＬ：０８７－８０４－５５６６ 

   ＦＡＸ：０８７－８３５－５４７４ 

 

 

 

     気づき   声かけ    傾聴    つなぎ   見守り 

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、 

必要な支援につなげ、見守る人のことです。 


